
上記協議において合意した事項に

ついて、覚書を交わします

【開発側】

埋蔵文化財所在の把握

周知の遺跡内

周 知 の 遺 跡 外

その他

公共事業、大規模開発、

詳細分布調査未了部分、

境界線上等の場合

現 地 確 認

開発計画立案

試 掘 調 査

有 無

保存に関する協議

覚 書

回　　　　　答

工事立会

基本設計

実施設計

【山口市教育委員会】

確
認
調
査

をお願いしております。

地下に遺跡が存在すると認められた範囲に

ついて、極力保護策が講じられるよう協力

試掘・確認調査承諾書（様式２）

試掘調査結果報告

開発基本
計画策定

60日前まで
開発着手の

埋蔵文化財発掘の届出（様式３）

周知の埋蔵文化財包蔵地における
土木工事等について（通知）

山口市における開発にかかる埋蔵文化財取扱いに関するフローチャート

事前審査カード（様式１）
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　　　(文化財保護法第93条)


